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認知症基本法と
「新しい認知症観」

杉谷診療所
井上雅公

(認知症サポート医)
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・初期対応
・地域支援

・対策強化
・介護充実

・総合戦略
・制度整備

・法的基盤
・権利保護
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•（目的）第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の
進展に伴い認知症である者（以下「認知症の人」という。）が
増加している現状等に鑑み、認知症の人が尊厳を保持しつつ希
望を持って暮らすことができるよう、認知症に関する施策（以
下「認知症施策」という。）に関し、基本理念を定め、国、地
方公共団体等の責務を明らかにし、及び認知症施策の推進に関
する計画の策定について定めるとともに、認知症施策の基本と
なる事項を定めること等により、認知症施策を総合的かつ計画
的に推進し、もって認知症の人を含めた国民一人一人がその個
性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え
合いながら共生する活力ある社会（以下「共生社会」とい
う。）の実現を推進することを目的とする。

共生社会の実現を推進するための認知症基本法
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「本人主体」の尊重
• 病気ではなく、「一人の人間」として見る

「症状」の捉え方の転換
• 「問題行動」から「思いの表現」へ

「強み」や「可能性」への着目
• 失われたものではなく、残された力に光を当てる

「共生」と「社会参加」の重視
• 隔離ではなく、社会の一員として共に生きる

「社会モデル」への転換
• 個人の課題から、社会全体の課題へ

新しい認知症観
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